
 下記の例は、特定事業所加算Ⅰと特別地域加算を算定する場合である（注） 



（注） 
・特定地域加算算定時の単位数の算出方法 
 本体報酬のサービス単位数の合計×１５／１００（小数点以下四捨五入） 
 
・特定事業所加算算定時の単位数の算出方法 
①特定事業所加算Ⅰの場合 
 本体報酬のサービス単位数の合計×２０／１００（小数点以下四捨五入） 
②特定事業所加算Ⅱの場合 
 本体報酬のサービス単位数の合計×１０／１００（小数点以下四捨五入） 
③特定事業所加算Ⅲの場合 
 本体報酬のサービス単位数の合計×１０／１００（小数点以下四捨五入） 


